
資本の概念 と資本会計

照 屋 行 雄

1は じめ に

2001年 か ら始 ま った一連 の商法 改正 にお いて,我 が国企 業の経営行動 お よ

び企業組織 並び に会計制度 に重大 な影響 を与 える改正 がな され た。2001年6

.月改正 で は,自 己株 式 の取得 ・保有 の規制撤廃 や法 定準備 金 の積 立て規定 の

変更,続 く同年11月 改正 では,新 株 発行 規制 の緩 和や新株 予約 権付社債 の発

行 規定 のほか,電 磁 的方 法 による情報 開示 が制度化 され た。

さらに,2002年11月 改 正で は,株 式お よび株 主総会 に関す る規制緩 和や委

員会等 設置会社 制度 の導入 が定 め られ た。 また,こ の改正 で,債 権者保pを

目的 とす る財 産評価 規定 の多 くが商法施行 規則 に委任 され るこ ととなった。

それ と並んで,大 会社 に対 して連結 計算書類 の作成 とその監査 が初 めて義務

づ け られ るこ ととなった。

企業会 計の面 か ら特 に注 目 され る点は,法 定準備金 の規 定 に重 要な変更 が

加 え られ た ことで ある。 我が 国商法 は,債 権 者保 護 の理念 を実現す るた めに,

純資産額 の確 定 と配 当可能 限度額 の規定 を設 けてい る。法 定準備 金の積 立て

方式 の変更や取崩 し規定の緩和 によ り,商 法 の債 権者保護 の立場 が実質 的に

後退す るこ とにな った といえ る。

この よ うな商法 の会計規定 の変更 は,資 本 の概 念 と 「資本 と利益 の 区別」

をめ ぐる資本会計 上の基本領域 に対 して も,重 大な影 響 をもた ら してい る。
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「資本 と利益 の 区別 」 は,会 計 処理 の面 で資本 剰余金 と利益 剰余金 の混 同が

あってはな らない とす る考 え方で あ り、会 計 ドク トリンの重 要な1つ となっ

てい る。2001年6月 改正商法 にお ける法 定準備 金 の規 定変更 は,制 度 会計 上

の資本会 計領域 に本質 的な問題 を投 げか けてい るので ある。

本稿 では,企 業 の経 営行 動 の基本 と会計制度 に重大 な影 響 を及 ぼ してい る

最 近 の商 法改正 の内容 を改 めて検討 す る とともに,改 正 商法 に規 定 された資

本 の会計 につ い て考 察す るこ と とす る。 まず,商 法改正 の経 緯 と主要 な改正

事 項 を整 理 し,株 式 の発 行 ・取得 ・保有,会 社 の組織 編成,法 定準備 金 の取

崩 し,会 計規 定の省 令委任 な どを検討 す る。

続 いて,商 法会計 にお ける貸借 対照表 「資本 の部 」の構成 とそ の特徴 を探

り,自 己株 式の取得 と性格,利 益 準備金 の積 立 て と減 資差 益 の除外}資 本剰

余金 と利益剰余金 の 区分表示 につ いて考察 を加 える。最後 に,資 本の概念 と

「資本 と利 益の 区別」 の意 味 につい て,企 業会 計 の立場 か ら改 めて検 討す る

とともに,資 本会計 の課題 を明 らか に した い と思 う。

2株 式 会 社 の 資 本 規 定

(1)自 己株 式 の取得 と法定 準備金 の積 立 て

2001年6月 の商法 改 正 では,自 己株 式 の取得 ・保 有(金 庫株 の解 禁),配

当規制 の緩和,額 面株 式 の廃 止,利 益 準備 金 の積 立て規 定 の変更 な どの株式

制 度 の大 幅改革 が行 なわれ た。)。この新株 式 制度 は,企 業経 営 のみ な らず企

業会計 に も重 大な影 響 を及 ぼす こ ととなった。特 に法定準備金 の性 格や 自己

株 式 の考 え方が根本 的 に変更 された ことによ り,従 来 の資本概 念 が大 き く見

直 され るに至った。

新株 式制度 の第1は,自 己株 式 の取得 ・保有 につい ての規 制 が撤廃 され た

ことで あ る。 従来 の 自己株 式 に関す る規制 は,特 定の 目的に 限定 して 自己株

式 の取得 を例外 的 に認 める とい う取得規制 と,取 得 した 自己株 式 は相 当の期

間に処 分 しなけれ ばな らない とす る保有 規制 か ら成 り立 って いた。 この 自己
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株 式規制 が撤廃 され,原 則 と して 自由 とな った わけ である。 い わゆ る金庫株

の解 禁で ある②。

商法が 自己株 式 の取得 を禁 止 してい た理 由は,資 本 の実質 的 な払戻 しによ

る債権 担保力 の低 下や株価操 作へ の利 用 な どで あった。 それ に対 して,金 庫

株 を解 禁す る こ とになったの は,規 制緩和 による企 業活 動 の 自由化 と証 券市

場 の活性 化 を図 るこ とを 目的 とす るもので あ る。 この こ とに よ り,自 己株 式

の法 的意 味あ るいは会 計的性 格 が変 更 された もの と考 え られ てい る。

また、 自己株式 を資産 の部 に計 上す るこ とを前提 とす る配 当可能利 益 に関

す る規制 が廃止 され た(商 法第290条 第1項 お よび第293条 ノ5第3項)。 こ

の結 果,自 己株式 を資産 と して貸借対 照表 の資産 の部 に計 上す る処理 が でき

な くなった。 また,配 当可能利 益 の計算 におい て も,自 己株式 は資産 として

算 定 され ない こ ととな った。 しか しなが ら,取 得 した 自己株 式 につい て,今

後 は貸借対照 表の どの区分 に表 示すべ きか につ いては,商 法本文 での 明文規

定が ない。

そ こで,改 正 され た商法施行 規則(旧 計算書類規則)で は,自 己株式 はT貸

借 対照表 の資本 の部 に独立 して 自己資本 の項 目を設 けて,控 除す る形 式 で表

示 しなけれ ばな らない こ ととされ た(商法施行 規則第34条4項)(3)。 同時 に改

正 され た財務 諸表等 規則 にお いて も,資 本 の部 で の控 除形式 で表示す る こ と

とな った(財規 第68条 の2の3)(A)。

次 に,制 度 変更 の第2は,法 定準備 金 の設 定お よび取崩 しにつ いて の規 定

が変更 され た こ とで ある。 これ まで資本取 引た る性 格 か ら資本 準備 金 を構成

した減 資差益 は,改 正 に より資本 準備金 とす るこ とが求 め られ ない こととなっ

た(商法 第288条 ノ2第1項 第4号 の削 除)。また,法 定準備 金 の うち利 益 準備

金 は,資 本 準備 金 の額 と併せ て資本 の4分 の1ま で積み 立て る こ とで よい こ

ととされ た(商法第288条)。 商法は利 益準備 金 の積 立限度額 に関 して,従 来 は,

資本 準備 金 とは区別 して資本 の4分 の1に 達す るまで積み 立て るこ とを求 め

て いた。
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さ らに,商 法 は法定 準備 金 の減 少手続 規定 を設 けて,資 本 準備 金 お よび利

益 準備 金 の減少 限度額 とその処理手続 を規 定 した。 す なわ ち,資 本 準備 金 ま

た は利 益準備金 は,欠 損 の填補 のほか は原則 として取 り崩せ ない とす る規 定

に も拘 らず(商法第289条 第1項),資 本準備金 お よび利益 準備 金 の合 計額 よ り,

そ の4分 の1に 相 当す る額 を限度 と して,資 本 準備金 お よび利益準備 金 を減

少す る こ とがで きる こととな った(商法第289条 第2項)。

なお 、商法施行規 則 では,減 少 した資本準備金 は資本剰余 金 の部 に 「そ の

他 資本剰 余金」 として,ま た,減 少 した利 益準備 金 は 「当期未 処分利 益 」 に

計上す ることに して いる(商 法施 行規則第89条 お よび第90条)。

(2)株 式発 行の緩和 と開示 書類 の電子化

2001年11月 の商法改正 では,先 の商法 改正 にお ける新株 式制度 を受 けて,

新株発 行規 制の緩和,種 類株 式の規制緩 和 ・議決 権制 限株 式 の新 設,新 株 予

約権 付社債 の発行 お よび会社 関係 書類 の電子化 が実現 した。 これ らは,市 場

を通 じて の資金 調達 を多様化 して,日 本企 業の 国際的競争 力 を強化 す る とと

もに,情 報化社 会の進展 に伴 う会 社運営 の合理化 を図 り,情 報 開示 の効率性

を高 め るた めの対応 であ る。

第1に,商 法 は新 株発行 に関す る規制 につ いて,先 の改正 で額面株 式制度

を廃止 した。 そ こで は,会 社設 立時 の最低発行価 額 に関す る規制 が廃 止 され

る と ともに,新 株 の発行価額 に関す る規制 が緩和 され た。 特 に,市 場価 格 の

ある株 式 を公正 な価 額 で発行 す る場合 において は,新 株 の発 行価額 その もの

に代 えて,発 行価 額決 定の方法 を決議すれ ば足 りる こと とな った(商法第280

条第5項)。

商法 は、授権株 式総数 に関 して株 主保護 の立場 か ら,授 権株 式総数 の定款

規 定 と発行 済株 式総 数 の4倍 まで の上限規 制 を設 けて い る(商法第347条)。

また,定 款 に株 式譲渡 制 限の規定 の ある会社 にお いて は,新 株 引受 権 をす べ

ての株 主 に付 与す る こ ととし,株 主以外 の者 に付 与す る場合 には株 主総会 の
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特別決議 を必要 とす る(商法第280条 ノ5/2)。 ただ し,こ の 改正 で,譲 渡制

限の規定の ある会社 については,会 社 の設 立に際 して発行す る株 式の総数 が,

会社 の発 行す る株 式の総数 の4分 の1を 下回 る ことがで きない とす る制限 を

撤廃 す る と同時 に(商法第166条 第4項 但書),会 社 の発行 す る株 式の総数 を、

発行 済株 式総 数 の4倍 を超 えて増加す るこ とがで きない とい う制 限が廃止 さ

れ た(商法第347条 但書)。

第2に,種 類株 式 に関連 して,議 決権 の行使 に付 き制 限の あ る株 式(議 決

権制 限株 式)の 新設 を行 な った(5)。改 正前 は,配 当優先 の あ る株 式 につ いて

のみ議決 権 の制 限が認 め られ ていた が(旧商法第242条),新 規 定で は株 主総 会

で議決権 を行使 し うる事項 につ いて,内 容 の異 な る株 式の発行 を認 め るこ と

となった(商法第222条 第1項5号)。 また,議 決権制 限株 式 の発 行総数 の上限

も,発 行 済株式 総数 の3分 の1か ら2分 の1に 緩 和 され た(商法 第222条 第5

項)。

第3に,従 来 の転 換社債 と新株 引受権付社 債 に関す る規定 が削 除 され,新

たに新株 予約権付 社債 の発行 規定 が設 け られ た。本改正 で は,会 社 は新株 予

約権 を株 式 のオプ シ ョンと して発行 で きる と し(商法第280条 ノ20第1項),そ

の発行 に関 して一定 の事項 を取締役会 の決議 で行 なえ る とす る規 定 を設 けた

(商法第280条 ノ20第2項)。 この新株 予約権 とは,こ れ を保有す る もの(新 株

予約権者 とい う)が 将来 におい てその権利 を行使 す場合 に,新 株 を発行 して

交付 し,ま たは,会 社保 有の 自己株 式 を移転す る義務 を負 うものであ る(商法

第280条 ノ19第1項)。

また,こ の改正 で,従 来 の転換 社債(新 株 予約権 の付 され た社債)と 非 分

離型 の新株 引受権付社債(ワ ラン ト債)と が新株 予約権付社債 として扱 われ

る こ ととなった(商法第341条 ノ2第1項)。 新株 予約権付社債 について は,新

株 予約権 ま たは社債 の一方 のみ を分 離 して譲 渡す るこ とはで き ない(商法 第

341条 ノ2第4項)。 なお,従 来 の分 離型 の新株 引受権付社 債 は,新 株 予約権

と通 常社 債 との組 み合 わせ として整理 され る㈲。
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第4に は,会 社 関係 書類 の電 子化や電磁 的方法 に よる計算 書類 の広告 な ど

の情報対応 を行 った。 電磁 的方 法 とは,電 子 的方式,磁 気 的方 式その他情 報

通 信 の技術 を利 用す る方 法 で,詳 細 は法 務省 令 で定 め られ る(商法 第33条 ノ

2第1項)。 具体 的 には,eメ ール,webサ イ ト,FD,CD-ROM,M

Tな どの方 法が考 え られ るが,一 般 的にはイ ン ターネ ッ トを利 用す るケ ース

が 中心 に なる とみ られ る(7)。従 来 の書面 に よる書類 作成や 通知 ・請 求方 式以

外 に,電 磁 的方 式 に よる記録 や開示 が認 め られ た こ とは,IT時 代 へ の実務

的対応 とはい え画期 的 な制度 改正 とい える。

3会 社 統 治 機 構 の 改 革

(1)委 員会 等設 置会社 の選 択導入

2002年5月 の商法改正 で は,株 式 制度や株 主総 会 に関す る規 制緩 和,委 員

会等設 置会社制 度の導入,さ らに計算規 定の省 令委任 や連結 計算書類 の導 入

が 図 られ た。特 に委員会等設 置会社 制度 の導 入 は,会 社 が定款 で委員会等 設

置会社 となる こ とを選択す る ことがで きる ことをいい,こ の制度 を選択 で き

るのは大会社 また はみ な し大会社 に限定 され てい る とはい え,ア メ リカ型 の

コーポ レー ト・ガバ ナ ンス(企 業統 治)シ ステ ムの採用 を可能 とした ㈲。

まず 第1は,株 式制 度 に関す る規 制 が引 き続 き緩和 され た こ とで ある。 会

社 は,株 式 の発 行,併 合 また は分割 に よ り発生 した端株 につい て,端 株 主 が

そ の有 す る端株 と併せ て1株 となるべき端株 を売 り渡す べ き旨を定款 に定 め

る こ とが でき る(商法第220条 ノ7)。 同様 に,定 款 をもって単元株 制 を採 って

い る会社 にお いて,単 元未満株 式 を有す る株 主 がその単元未満株 式の数 と併

せ て1単 元株 式 とな るべ き数 の株式 を売 り渡すべ き 旨を定款 に定 める こ とが

で きる(商 法第221条 ノ2)。 端 株 お よび単 元未満 株 の保 有株 主 に よる売 り渡

し請 求 を認 め る規 定 は,実 務界 の要求 に沿 った改正で あ る。 この他,所 在 不

明株 主の株 式 に係 る売却や公 告 ・通 知 に関す る規定(商 法第224条 ノ4お よび

同第224条 ノ5)お よび株 券 喪失 の登録 申請 ・失 効 ・再 発行 に関す る新 規 定
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が行 なわれた(商法第230条 ノ2お よび 同第230条 ノ6)。

第2は,株 式会社 の重 要な機 関で あ る株 主総会 に関す る規 制が,会 社経 営

の合理化 の観 点か ら緩 和 され た。 まず,株 主提案 権 の行使 期 限 につ いて,一

定の議決 権 ある株 式 を有す る株 主 は議案提 案権 を認 め られ てい るが,そ の場

合 は株 主総会 の会 日よ り8週 間前 に書 面を もって請求 しな けれ ばな らない と

され た(商 法第232条 ノ2第1項 お よび第2項)。 また,株 主総会 の特 別決議

の定足数(出 席 を要す る株 主の有すべ き議 決権 の数)に つい て,定 款 の定め

に よ り総株主 の議 決権 の3分 の1ま で引 き下げ るこ とが認 め られ た(商法第3

43条 第2項)。

第3は,委 員会等設置会社 の選択採用が認 め られた こ とであ る。定款 をもっ

て委 員会等設 置会社 とな る ことを選 択 した株 式会社 に あって は,株 主総 会お

よび取締役 会 の他,指 名 委員会,監 査 委員会,報 酬委員 会 の3委 員 会 に加 え

て,一 人 また は数 人 の執行 役 を設 置 しなけれ ばな らな い(商 法特例 法 第21条

の5)。 委 員会 等設 置会 社 の取締 役会 は,商 法特 例法 に規 定す る業務 事 項 を

決 定 し,取 締役お よび執行役 の職務 の執行 を監督 す る機能 を もつ(同 特例法

第21条 の7第1項 お よび第3項)。

株 式 会社 が定款 の定 めに よ り委員会等設 置会社 を選択 した場合,経 営 の意

思決定機 能 と業務 執行機能 は明確 に区分 され るこ ととな る。 従 って,取 締役

は委員 会等設置 会社 の業務 を執行す るこ とがで きない(商 法特 例法第21条 の

6第2項)。 また,取 締役会 はそ の決議 に よ り,委 員会等設置会社 の業務 の決

定 を会 社 の執行 役 に委任す る ことがで きる こと となってい る(同 特例法第21

条 の7第3項)。 執行 役 の責任 や権 限 は,基 本 的 に従前 の業務 執 行取締 役 に

相 当 し,そ の任期 は1年 と規 定 されて いる(同 特例法第21条 の6)。

(2)大 会社の連結計算 書類 制度

2002年5月 の商法お よび 商法特例 法の改正 で,商 法計 算規定 の 内容 お よび

規 定方法 に重要 な変更 が加 え られ た。
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第1に は,商 法本文 に規 定 され ていた財 産評価 や繰 延 資産 な どに関す る株

式 会社 の会計規 定 が,法 務省令 に委任 され た。す なわ ち,商 法 は,会 社 の会

計 帳簿 に記載 ま たは記録 すべ き財 産 につ いて は,総 則第34条 の規定 にかか わ

らず 法務省令 の定 め る ところに よ り価 額 を付 さな けれ ばな らない として,財

産評価 の特則 を設 けてい る(商法第285条)。

近年,一 方で企業活 動のボ ーダ レス化や金融 ・証 券市場の国際化 が進展 し,

他方で新 しい取 引や商 品が出現 し,会 計基 準の国際的統合 が展 開 されてい る。

この よ うな状況 の 中で,商 法 が迅速 かっ適切 に制度的対応 を図 ることが でき

るよ うに,会 計処 理 とその開示 に関 して大幅 に法務省 令 に委任す る こ とが求

め られて きた⑨。

従 来 の計算 書類規則 は,2002年3月 に他 の商法 関係 法務省令 と統合 されて

商法施 行規則(平 成14年3月29日 法務省令 第22号)と して公 布 され た。 その

中の第5章 「貸 借対 照表等 の記載 方法等 」(2003年2月28日 改正)に 計算 書

類 の作成 に関す る規定 を位 置づ けてい る('o)。

第2に は,商 法 特例法 の適 用 を受 ける大 会社 につい て,連 結 計算書類 の作

成 とその監査 を初 めて義務づ けた。従 来,商 法 は,株 式会社 に対 して 当該会

社 単独 の計算書類 の作成 とその監査 を義務 づ け るに止 ま り,企 業集 団 に関す

る重要 な情 報(企 業結 合情報)に つ いては,小 会 社 を除 いて会社 の営 業報告

書に記載す ることとしていた。商法に基づ く会計 ・監査 ・デ ィスク ロージャー

制 度 に関す る重 大な改革 となる ものであ る。

大会 社 の取締 役 は,当 該大会社 並び にその子会社 お よび連結 子会社 か らな

る企 業集 団の財 産お よび損 益の状況 を示 す ために,必 要かつ適 当 なもの と し

て法務省 令 で定 め る連結 計算 書類 を作成 しなけれ ばな らない(商 法特例 法第

19条 の2第1項)。 また,こ の連結 計算 書類 は取締役 会 の承認 を受 け る とと

もにJ監 査役 お よび会 計監査 人 の監査 を受 けな けれ ば な らない(同 特例 法第

19条 の2第2項 お よび第3項)。
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4「 資 本 の 部 」 の 構 成 と特 徴

(1)貸 借対照表 「資本の部」 の構成

資本 をそ の発 生源 泉 に よって分 類す る と,① 払 込 資本,② 受贈 資本,③ 評

価替 資本 お よび④稼 得資本 の4つ に分 け られ る。① ～③ は資本 取引(そ れぞ

れ 資本払 込取 引,資 本贈 与取 引,資 本評価 替 取引)を 源泉 とし,ま た④ は損

益取 引(稼 得取 引)を 源 泉 とす る。

① の払込 資本 は,株 主 による払 込金額 で ある。 商 法上,資 本金 と資本 準備

金 とに分 け られ る。資本 金は債権者 の債権 を担保 す るもので,株 式会社 は少

な く とも資本 金相 当額 の資産 を社 内に留保 しなけれ ばな らない。資本 準備 金

は,資 本 取 引を源 泉 と して,商 法 の規定 に基 づ き積 立 てが義 務づ け られ てい

る法 定の準備 金で あ る。 資本 準備 金 は資本金 に次 いで法 的拘束力 の強 い項 目

であ る。

② の受 贈資本 は,資 本 助成 の 目的で行 われ る第三者 か らの財産 の贈与 で あ

る。 す なわ ち,会 社 が特 定 の個 人 か ら私財 の提供 を受 けた り,国 や 地方公 共

団体 な どか ら補助 金 の交付 を受 けた り,あ るい は金 融機 関 な どか ら債務 の免

除 を受 けるな どして増加 した資本 をい う。 この受贈 資本 には,私 財 提供益,

債務免 除益,国 庫補助金,工 事負担 金 な どがあ る。

③ の評価 替資本 は,著 しい物価 上昇期(貨 幣価 値 の下落期)に 企 業の 固定

資産 を時価 評価 した場合 に生 じる資本 の増加 で あ る。 これ には,土 地再評価

差額金や保 険差 益が あ る。 しか しなが ら,現 行 の制度会計 で は,時 限立法 と

して の土地再評価 は あるが,固 定 資産一般 の評価 は取得原価 主義 に基 づ くこ

とと してお り,固 定資産 の時価 に よる期 末評価 替は認 め られ てい ない。従 っ

て,固 定資産 再評価 益 も しくは再評価 積立金 は現行 の会 計実践 にお いて は,

通常の場合認 め られていないが,資 産再評価法の立法や資産時価評価 の導入 ・

拡 大 がはか られ る事態 になれ ば発 生の 可能性 が出て くる。 ただ し,固 定資 産

の減損 については減 損会計基準 に基づいて処理 され るが,別 の議論に属す る。

④ の稼得 資本 は,株 式会社 が経営活 動 によって獲得 した利 益 の うち,株 主
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への配 当な どで社外 に流 出 した部分 を除 く社 内留保 で ある。稼得資本 は留保

利益 と呼ばれ,処 分済 の利益 準備 金 お よび任意積 立金 と当期 の損益計算 に よ

り確 定 した当期未処 分利益 とか ら成 る。

ところで,我 が 国 「企 業会 計原則 」 は,資 本 を資本金 と剰余金 とに区別 す

るこ とを要 求 してい る(企 業会計原 則第三 ・四 ・(三))。 そ して,資 本金 は

法定 資本 の額 と し,剰 余金 は 「会社の純資産額 が法定資本 の額 を超 える部分」

と定義 してい る(企 業 会計原 則 注解19)。 さ らに剰余 金 は,そ の取 引源泉 に

よって資本剰余金 と利 益剰 余金 とに 区別 され る。 その うち資本剰余金 は資本

準備 金,贈 与剰余金(受 贈資本)お よび評 価替剰余金(評 価 替資本)に 分 け

られ る。 また,利 益剰 余金 は留保 利 益(稼 得資本)の こ とで,利 益準備 金,

任意積 立金お よび当期 未処分利益 か ら構 成 され る。

以 上の資本 の源泉別 分類 を図示す れば,次 の よ うになる。

〈資本 の源泉 別分類〉

払込資本一「欝 臨 ⊥

(払騰 金

資本

一灘 一

副 灘蕪騰
一騰載無

「その他 資本剰余金 」 と自己株式 の区分

資本剰余金

利益剰余金

剰余金

(2)

2002年3月 に 改 正 され た 商 法 施 行 規 則 で は,貸 借 対 照 表 の 「資 本 の部 」 は,
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資本 金,資 本剰 余 金 お よび利 益剰 余 金 の各部 に区分す る こ ととなった(商 法

施行 規則 第88条)。 この 区分 表示 は,従 来 の 「資本 の部 」 の 区分 表示 す なわ

ち資本 金,法 定 準備 金 お よび剰余 金 の区分 を変 更す るもの であ る。 しか も,

法 定準備 金 の 区分設 定 を放棄 し,ま た,剰 余金 をその取 引源 泉 に基づ いて資

本剰余 金 と利益剰 余金 に 区分す る形 式 を採用す るこ とにな った点 では,重 大

な表示 区分の変更 であ った。

資本 剰余 金 の部 は,資 本準備金 とそ の他 資本剰 余金 に 区分 され,さ らに,

その他 資本剰 余金 は,資 本金及 び資本 準備 金減 少 差益,自 己株 式処分 差益そ

の他 の内容 を示す適 当な名称 を付 した科 目に細分 しな けれ ば な らない(商法

施行 規則 第89条)。 また,利 益剰余金 の部 は,利 益準備金,任 意積 立金 お よび

当期未処 分利 益 また は当期未 処理 損失 に区分 され,さ らに,任 意積 立金 は,

適 当な名称 を付 した科 目に細分 しなけれ ばな らな い(同施行規則 第90条)。

商法施行規則での新 しい 「資本の部 」の区分表示 を示せば,次 のとおりである。

〈商法 施行規則 での 「資本 の部」〉

資本金

資本剰余金

資本準備金

その他資本剰余金

(1)資 本金及 び資本準備金減少差益(*)

(2)自 己株式処分差益(*)

利益剰余金

利益準備金

任意積立金

当期未処分利益又 は当期未処理損失

土地再評価差額金(**)

株式等評価差額金(**)

自己株式

資本合計

(*)商 法施 行規則第89条

(**)商法施 行規則第91条 第1項 第2号 及び第3号
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次 に,2001年6月 の商法 改正 で 自己株 式 の性格 が,従 来 の資産性 か ら資本

の控 除 たる性格 に変 更 された。 これ を受 けて,貸 借対 照表 にお ける区分表示

につ いて も,「資産 の部」 の流動資産 の区分 での表示が できな くな った。

この商法 改正 を踏 まえて,2002年3 ,月に大幅改正 され た商法施行規 則で は,

自己株 式 は 「資本 の部」 に 自己株式 の部 を設 けて,控 除す る形 式で記載 しな

けれ ば な らない とされた(商 法施行規則 第91条 第1項 第5号 お よび第3項)。

ま た,自 己株 式 の処 分 に よる 自己株 式処分 差益 は,資 本剰 余金 の部 に当該 内

容 を示す適 当な科 目で細 区分 して示 さな けれ ばな らな い(同施行規則第89条)。

さ らに,自 己株 式の処分 に係 る払込金 また は 申込期 日後 にお ける申込証拠 金

は,資 本 の部 に 当該名 称 の部 を設 けて 区分 して記載 しな けれ ばな らない(同

施行 規則 第91条 第1項 第4号)。

5資 本 の 概 念 と 「資 本 と利 益 の 区 別 」

(1)資 本 の本質

資本 は,積 極財産 た る資産 と消極財 産 た る負 債 の差 額 で あ り,純 資産 とも

呼ばれ る。資本 は,資 産お よび負債 とともに貸借対照表 を構成す る要素 となっ

てい る。

資本 は,資 産 と負債 の増減 に伴 って増減 す る関係 にあ る。 資産,負 債お よ

び資本 の 関係 は,次 の よ うな等 式で表 され る。

〔資 本 等 式〕 資産 一負債=資 本

〔貸借 対照表 等式〕 資産=負 債+資 本

資産 お よび負債 の概念 が実在的 ・具体 的 であ るの に対 して,資 本 の概 念 は

名 目的 ・抽象 的で ある。資本 の本質 に関 して は,大 き く株 主払込資本説 と資

本取 引源泉説 の2つ が認 め られ て いる。株 主払込 資本 説 は,株 式会社 がそ の

活 動 の原 資 を株 主 の払い込 んだ金 額 にお いてい る ところか ら,株 主 の 「払込

資 本」 を資本 と規 定す る考 え方 で ある。 これ に対 して,資 本 取 引源泉説 は,

会社 の取 引活動 を損益 取引 と資本 取引 に源 泉別 に分類 し,そ の うち資本 取引
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に よって発生 した純財 産の増加 分 を資本 の範 囲 とす る考 え方 で あ る。

具体 的な資本 の概念 と して は,次 の4つ が代表 的な もので ある(11)。

① 総 資本

② 自己資本(ま た は株 主資本)

③ 払込資本

④ 法定資本(資 本 金)

① の総資本 は,企 業財産 の総 称 を表す総 資産 に対す る調達源 泉 と しての意

味で あ る。② の 自己資 本は,総 資本 の うち返済 を必要 とす る他人 資本 た る負

債 を控 除 した ものを意 味す る。総資 産に対す る持分(請 求権)の 概念 を使 え

ば,株 主 に帰属 す る割 合 を示 す株 主持分 を意 味す る{12)。財 務会計 上 は単に資

本 とい う場合,通 常 こ こで い う自己資本 を意 味す る。

次 に③ の払込 資本 は,株 主 が会社 に対 して払 い込んだ金額 を意 味す る。 こ

れ は法定資本 と資本準備金 とに分 け られ る。 最後 に④ の法定資本 は,上 記 ③

の株 主 に よる払 込資本 の うち,商 法 の規 定 に基 づ き資本 準備金 とす るこ とが

認 め られてい る部分 を除いた ものを意味す る。企 業会計 上 は これ を資本 金 と

称 し,最 狭義 の資 本概 念 となってい る。

(2)資 本 と利 益の 区別

資本 会計 は,資 本 の調達 をは じめそ の増減 につ いての会計処 理 と報告 を扱

う領 域で あ る。 資本 が,資 産 お よび負債 と同様,貸 借 対 照表 に計 上 され る項

目で ある ところか ら,資 本会計 は企 業の財 政状態(財 産の運用 と資金 の調達)

を測 定 ・表示す るた めの会 計 とい うこ とが でき る。 今 日の企業会計 は,適 正

な期 間損益計算 を基本課題 と してお り,そ のた めの収益 ・費用 の会 計 を問題

とす る損益会 計 を中心 に展 開 されて いる。

しか しなが ら,資 本会計 は,次 の理 由に よ り企業会 計 の中で重要 な位 置 を

占めてい る。

① 期 間損益計算 か ら除外 され る資本 それ 自体 の増 減 を扱 うこ とで,損 益
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計算 を補助す る手段 とな るこ と

② 財政状態 を明 らかにす る上で資産会計お よび負債 会計 と密接 に結 びつ

い てい るこ と

③ 期 間損益 の計算 とそ の処 分 も しくは処理 が,結 局 は資本 の増減 として

会計処理 され る こと

さて,こ の よ うな資 本会 計 の課 題 は,「資 本 と利 益 の 区別 」 を厳格 に行 う

こ とに ある。 わが国企 業会計 は一般原則 の 中で,資 本取 引 と損益取 引の 区別

を厳 格 に行 うこ とを指示 してい る(一 般 原則 三 ・ 「資本 取 引 と損益取 引 とを

明瞭 に区別 し,特 に資本剰余金 と利益剰余金 とを混 同 してはな らない」)。

ここで 「資本 と利 益 の区別 」 とい う場合,主 に次 の2つ の意 味が含 まれ る。

区別 の第1の 意 味は,経 営活 動 に よって獲得 した 当期純利 益 とそれ 以外の

資本 との区別 で ある。 会計上 は この 区別 が最 も重 要で ある。

区別 の第2の 意 味は,株 主お よび第3者 に よる拠 出資本 と利 益の 内部 留保

で あ る稼 得資本 との区別 で あ る。 「資 本 と利 益の 区別 」 につ いての この2つ

の意 味 を図示すれ ば,次 の よ うになる。

〈「資本 と利益 の区別」 の意味〉

〔第1の 意 味〕 〔第2の 意 味〕

「利 益」 期 間利益 稼 得資本

(当期純利益)(留 保 利益)

「資 本 」 資本 の うち当期 資本 の うち留保

純利益以外 の もの 利 益以外 の もの

上 の図で,「 資本 と利益 の 区別 」 の第1の 意 味 にお け る 「利 益」,す なわ ち

当期 純利 益(も しくは当期純損 失)の 計算 は損益会計 の課題 であ り,同 じく

第1の 意味 にお け る 「資本 」,す なわ ち当期 純利益 以外 の資本 項 目の増減 は

資本 会計 の課題 とな る。
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と ころで,2001年6月 の商法資本 規 定の改正 では,商 法 の会計思 考 の実質

的部 分 で,企 業会 計上看過 で きない重 要な変更 が行 われ てい る。 す なわ ち,

第1は,資 本 準備 金 の構 成 内容 に関す る もので ある。 この改正 で減 資差益 が

資本準備 金 か ら削 除 され,配 当可能利 益 を構成 す る項 目とされ た(商法288条

ノ2第1項(第4号 削除))。そ して,第2は,法 定準備 金 の取 り崩 しに関す る

もので あ る。 資本準備 金 は,利 益 準備 金 と併せ て資本(資 本金)の4分 の1

を超 え る部 分 を取 り崩 して,配 当可能利 益 に組 み入れ る こ とが で きるこ とと

なった のであ る(商法289条 第2項)。

さ らに,第3に は,利 益 準備金 の積 立て に関す る重大 な変 更 が行 われ てい

る。 会社 は,期 末決算 時に金 銭 で配 当す る金額 につ いてはそ の10分 の1以 上

を,ま た,中 間決 算時 に金銭 で配 当す る金額 につ いて はそ の10分 の1を 利益

準備 金 と して積 み 立て る必要 が ある。 その場合,積 立 て限度額 が資本 の4分

の1に 達す るまでの金 額 は,利 益 準備 金 に資本 準備 金 を合 わせ た合 計額 を算

定の基礎 にすれ ば よい こに変 更 された(商法288条)。

以上 の よ うな商法 資本規定 の変更 は,資 本 と利 益 の区別 を厳格 に求 める企

業会計 の立場 か らは,合 理 的 に説 明で きない ばか りか,企 業 会計 の実践 に重

大な影響 を及 ぼ さ ざるを得 ない もので ある。

6お わ り に

株 式会社 に関す る商法規制 が大幅 に改正 され る動 きの 中で,会 計処理 お よ

び開示方法 につ いて も従来 の実務 を変更す る重要な改正が行 なわれ た。 そ の

主な論 点 としては,こ れ まで明 らか に した とお り,資 本 に 関す る概念規 制 と

貸借 対照表 の 「資本 の部」 の構成 にっいてで あ る。

商法 は,資 本 の本 質 を株 主に よ る払 込資本説 に立 って規 定 してお り,そ の

上で債権者 の利益保護 を配 当可能利 益計算の 中で確保す る とい う会計規 制 の

方 式 を採 ってい る。 商法が重 要な変更 を加 えた資本規制 の 内容 は,一一方 で こ

の よ うな債権者 保護 とい う商法 の 目的 に照 らして,実 質的 に後 退 した もの と
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な って いる。

同時 に,他 方 で は,「資 本 と利 益 の 区別 」 とい う企 業会 計 の重要 な ドク ト

リンが,商 法会計上 は曖昧な もの とな るか,あ るい は維持 されない こととなっ

た。 この こ とは,貸 借 対照表 の 「資本 の部 」で の開示 を通 じて,会 社 の 自己

資本 に関す る情報 を獲得す る各種 の利 害関係 者 の判 断 を ミス リー ドす る とい

う問題 を孕 んでい る。 また,資 本会計 に関す る企 業会計 と会計 実務 との乖離

を惹起 させ,さ らには,証 券取 引法会計 と商法会 計 あ るい は国 際会 計(国 際

会 計基準や アメ リカ会計基準 な ど)と の調整 が求 め られ る ことに もな る。

商法 にお け る株 式会社 の新 たな資本規制 は,貸 借対 照表 の役 割や資本 会計

の課題 につい て重要 な問題 提 起 となった ことが改 めて認識 され るの であ る。

と りわ け,企 業 会計 の求 める 「資本 と利 益 の区別 」 の原 則 を,会 計 処理や 情

報 開示 の局面 で どの よ うに確 保す るか,理 論 的 に も制 度的 に も引 き続 き研 究

され な けれ ばな らない。

(注)

(1)「 商 法 等 の 一 部 を改 正 す る法 律 」(平 成13年 法 律 第79号)は,2001年6

月22日 に成 立 し,同 年10月1日 よ り施 行 され た。

(2)金 庫 株 と は,も と も とア メ リカ の 証 券 市 場 で の 用 語 法 で,自 己株 式 を

買 い 取 っ て 金 庫 に納 め,そ れ を売 却 す る こ とに よ り資 金 を調 達 す る意 味

で あ る。 一 般 に は,取 得 制 限 と保 有 制 限 の な い 自 己株 式 の こ と と して使

用 され て き た。 武 田隆 二著 『最 新 財 務 諸 表 論 く第9版 〉』 中央 経 済 社,

2003年,551頁,お よび 角 田大 憲稿 「金 庫 株 の解 禁 につ い て 」『JICPA

ジ ャ ーナ ル 』No.554(2001年9月 号),34頁 参 照 の こ と。

(3)「 商 法 施 行 規 則 」 は,従 来 の 計 算 書 類 規 則(「 株 式 会 社 の貸 借 対 照 表,

損 益 計算 書i営 業 報 告 書 及 び 附属 明細 書 に 関 す る規 則 」昭和38年 法 務 省 令

第31号)が,新 た に 商 法 の 会 社 に 関 す る委 任 を 受 け て 再 編 され た 省 令

(平 成13年 法 務 省 令 第66号)で,2001年9月22日 に改 正 され,同 年10月1
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日 よ り施 行 され た 。

(4)財 務 省 表 等 規 則 と して 略称 され る規則 は,「 財 務 諸 表 等 の用 語,様 式 及

び 作 成 方 法 に 関 す る規 則 」(昭 和38年 大 蔵 省 令 第59号)で,最 終 改 正 は20

03年3月31日 とな って い る。

(5)種 類 株 式 と トラ ッキ ン グ ・ス トック(TS)に つ い て は,次 の文 献 を

参 照 の こ と。 関 谷 理 記 ・徳 山一 晃 稿 「種 類株 式 と新 株 予 約 権 付 社 債 に よ

る資 金 調 達 」 『企 業 会 計 』vol.54No.2(2002年2月 号),35～37頁 。

(6)新 株 予 約 権 付 社 債 の概 念 や そ の 会 計 処 理 に 関 して は,武 田隆 二 著,前

掲 書,376～390頁 参 照 の こ と。

(7)詳 細 は,太 田達 也 稿 「会 社 関係 書類 の電 子 化 等 と実 務 対 応 」『企 業会 計 』

Vol.54No.2(2002年2月 号),52～59頁 参 照 の こ と。

(8)商 法 特 例 法(「 株 式 会 社 の監 査 等 に 関す る商 法 の 特 例 に 関 す る法 律 」

平 成15年 法 律 第67号)は,大 会 社 お よび み な し大 会 社 に つ い て,次 の よ

うに定 義 して い る。

大 会 社 とは,「 資 本 の額 が5億 円 以 上 で あ る か,ま た は,最 終 の 貸 借 対

照 表 の負 債 の 部 に計 上 した 金 額 の合 計 額 が200億 円以 上 」 の株 式 会 社 の こ

とを い う(商 法 特 例 法 第1条 の2第1項)。

み な し大 会 社 とは,「 資 本 の 額 が1億 円 を超 え る会 社(た だ し,大 会 社

以 外 の も の で,清 算 会 社 を 除 く)で あ っ て,監 査 等 に 関 す る特 例 の 適 用

を 受 け る こ とを 会社 定 款 に規 定 した」 株 式 会 社 の こ とを い う(商 法 特 例

法 第1条 の2第3項)。

(9)弥 永 真 生 稿 「計 算 規 定 の省 令 化 と連 結 計 算 書類 の 導 入 」 『企 業 会 計 』

Vol.54No.8(2002年8月 号),52頁 参 照 の こ と。

(10)法 務 省 「商 法 等 の一 部 を 改 正 す る 法 律 案 要 綱 中 間 試 案 」(2001年4月

18日 公 表),お よび 武 田隆 二著,前 掲 書,27～28頁 参 照 の こ と。

(11)井 口 伸 ・照 屋 行 雄 著 『財 務 会 計 原 理 』 東 京 経 済 情 報 出版,2000年r

182頁 。
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(12)ア メ リカ の 財 務 会 計 基 準 審 議 会(FinancialAccountingStandardsBoard;

FASB)の 概 念 ス テ ー トメ ン ト(StatementofFinancialAccounting

Concepts;SFAC)第6号 「財 務 諸 表 の 構 成 要 素 」 で は,資 本 の 本 質

を,負 債 を 控 除 し た 後 に 残 る あ る 実 体(エ ン テ ィ テ ィ ー)の 資 産 に 対 す

る残 余 請 求 権 と し て の 株 主 持 分 と規 定 して い る 。 こ こ で の 持 分 は,そ の

実 体 の 資 産 総 額 と負 債 総 額 と の 差 額 と さ れ て い る の で,実 質 は 自 己 資 本

と 同 じ こ とで あ る 。SFACで は 主 に 営 利 企 業 の 資 本 に は 持 分 と い う用

語 を 使 い,ま た,非 営 利 組 織 体 に は 純 資 産 と い う用 語 を 使 用 し て い る

(FASB,SFACNo.6‐ElementsofFrnanclalStatements,Decem

ber1985,paras.49-51,footnote26,平 松 一 夫 ・広 瀬 義 州 訳 『FASB財

務 会 計 の 諸 概 念 く 増 補 版 〉』 中 央 経 済 社,2002年308～309頁)。

な お,ア メ リカFASBのSFAC(財 務 会 計 の 概 念 フ レ ー ム ワ ー ク)

に つ い て は,次 の 文 献 に 詳 述 され て い る の で 参 照 され た い 。

照 屋 行 雄 著 『企 業 会 計 の 構 造 』 税 務 経 理 協 会,2001年,第10章 お よ び

第11章 。

[付 記]

経 営学部教授 の藤 田昌久先生 が,2005年3.月31日 をもって定年退職 され る。

先 生 には,会 計学 に関す る研 究 のみ な らず,広 く大学教 育の あ り方や人 生の

生 き方 につ いて も多 くのこ とを教 えて頂 いた。改 めて心 よ り感謝 申 し上げ る

次第 で ある。何 よ りも学生 ・院生諸 君の指導 に熱 心で,し か もそ こに大 いな

る喜び を感 じて取 り組 んでお られ る先生 の大学での こ 日常が,強 く印象 に残 っ

てい る。藤 田昌久先 生の幾久 しい ご健勝 を祈念 申 し上 げたい と思 う。
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